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（
環
境
委
員
会
）

原
子
力
利
用
に
お
け
る
安
全
対
策
の
強
化
の
た
め
の
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す

る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
一
七
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

原
子
力
利
用
に
お
け
る
安
全
性
向
上
に
向
け
た
取
組
と
し
て
は
、
東
京
電
力
株
式
会
社
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
事
故
の

教
訓
を
踏
ま
え
、
新
た
な
規
制
基
準
が
策
定
さ
れ
、
各
原
子
力
施
設
に
つ
い
て
原
子
力
規
制
委
員
会
に
よ
る
審
査
が
行
わ
れ
て

い
る
。
今
後
、
こ
れ
ら
の
審
査
で
確
認
さ
れ
た
安
全
の
水
準
が
、
施
設
の
運
転
段
階
に
お
い
て
継
続
的
に
維
持
・
向
上
さ
れ
る

た
め
に
は
、
原
子
力
施
設
に
対
す
る
検
査
制
度
の
見
直
し
が
不
可
欠
で
あ
り
、
ま
た
、
国
際
的
に
テ
ロ
行
為
へ
の
対
応
が
求
め

ら
れ
る
中
、
放
射
性
同
位
元
素
に
係
る
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
も
講
ず
る
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
平
成

二
十
八
年
に
我
が
国
が
国
際
原
子
力
機
関
か
ら
受
領
し
た
総
合
規
制
評
価
サ
ー
ビ
ス
報
告
書
の
中
で
も
、
指
摘
が
な
さ
れ
た
。

本
法
律
案
は
、
こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
、
原
子
力
利
用
に
お
け
る
安
全
対
策
を
強
化
し
、
よ
り
高
い
安
全
水
準
の
確
保
を

目
指
し
て
、
事
業
者
及
び
規
制
機
関
の
双
方
の
取
組
を
強
化
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ

る
。

一
、
原
子
力
事
業
者
等
に
対
す
る
検
査
制
度
を
見
直
し
、
施
設
の
基
準
へ
の
適
合
維
持
及
び
そ
の
確
認
に
つ
い
て
原
子
力
事
業
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者
等
の
責
任
を
明
確
に
す
る
と
と
も
に
、
原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
原
子
力
事
業
者
等
の
保
安
活
動
全
般
を
、
包
括
的
に
検

査
し
、
そ
の
検
査
の
結
果
に
基
づ
き
総
合
的
な
評
定
を
行
い
、
次
の
検
査
に
反
映
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

二
、
危
険
性
の
高
い
放
射
性
同
位
元
素
を
取
り
扱
う
事
業
者
に
対
し
、
防
護
措
置
を
義
務
付
け
、
テ
ロ
対
策
を
充
実
・
強
化
し

て
い
く
こ
と
と
す
る
。

三
、
放
射
線
審
議
会
の
所
掌
と
し
て
、
従
来
の
諮
問
さ
れ
た
事
項
に
関
す
る
調
査
審
議
及
び
答
申
に
加
え
、
放
射
線
障
害
の
防

止
に
関
す
る
調
査
審
議
及
び
意
見
具
申
の
事
務
を
追
加
す
る
こ
と
と
す
る
。

四
、
こ
の
ほ
か
、
放
射
性
廃
棄
物
の
処
分
が
安
全
に
行
わ
れ
る
た
め
の
規
制
の
整
備
等
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と

す
る
。

五
、
こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

か
ら
施
行
す
る
。


